
土
御
門
家
の
家
職
と
天
文
暦
算
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は
じ
め
に

　
家
職
と
い
う
語
は
、
た
ん
に
家
業
の
世
襲
を
あ
ら
わ
す
超
時
代
的
か
つ
比

喩
的
な
表
現
で
は
な
い
。
家
職
論
は
、
文
化
史
的
「
家
元
」
論
や
法
制
史
上

の
統
治
原
理
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
「
職
分
」
概
念
を
経
て
、
公
儀
の
承
認
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

基
づ
く
近
世
社
会
編
成
の
問
題
と
し
て
展
開
し
た
。

　
さ
ら
に
、
近
世
社
会
に
お
い
て
、
神
職
・
神
事
舞
太
夫
・
陰
陽
師
・
相
撲

取
と
い
っ
た
諸
集
団
へ
の
「
許
状
」
や
補
任
、
官
位
の
執
奏
と
い
っ
た
事
象

の
発
見
が
家
職
論
の
地
平
を
切
り
ひ
ら
い
た
。
伝
統
的
朝
廷
権
威
の
形
態
を

取
り
な
が
ら
、
「
将
軍
や
幕
府
権
㍗
刀
こ
そ
が
家
職
を
保
証
す
る
権
威
た
り
え
た
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

近
世
的
「
家
職
」
像
が
姿
を
現
し
た
の
で
あ
る
。

　
家
職
が
、
慣
習
的
・
社
会
的
存
在
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
政
治
的
に
編
成

さ
れ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
政
治
史
と
も
接
続
す
る
論
点
を
切
り

開
い
た
。
た
と
え
ば
、
統
一
政
権
に
よ
る
公
家
家
職
編
成
の
端
緒
で
あ
る
、

文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
「
諸
家
々
業
御
沙
汰
覚
」
が
、
家
伝
の
学
芸
と
し
て

の
家
業
こ
そ
公
家
衆
の
「
役
」
設
定
の
前
提
条
件
で
あ
る
こ
と
を
明
文
化
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

近
世
的
朝
廷
の
姿
を
規
定
し
た
も
の
と
す
る
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
た
。

　
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
朝
廷
社
会
内
部
で
の
特
定
の
技
芸
・
学
芸
を

家
職
と
し
て
相
伝
し
教
授
す
る
公
家
の
「
職
分
」
が
、
そ
の
外
部
に
お
い
て

諸
集
団
の
特
権
的
位
置
を
認
め
る
社
会
的
機
能
を
果
た
す
場
合
－
或
い
は
本

来
異
な
る
職
分
に
適
用
さ
れ
る
場
合
1
の
家
職
解
釈
の
有
り
よ
う
で
あ
る
。

　
公
家
家
職
の
外
部
社
会
へ
の
展
開
に
は
、
「
歌
学
」
「
筆
道
」
「
蹴
鞠
」
の
よ

う
に
入
門
者
へ
の
「
伝
授
」
（
書
法
や
紫
緒
な
ど
の
形
を
取
る
）
を
伴
う
門
人

関
係
を
と
る
も
の
と
、
職
分
に
関
わ
る
免
許
・
許
状
を
発
行
す
る
も
の
に
大

別
で
き
よ
う
。
後
者
の
家
職
支
配
を
行
う
公
家
（
本
所
と
称
す
る
）
と
「
職

分
」
を
保
証
さ
れ
る
宗
教
者
・
職
人
集
団
の
関
係
に
つ
い
て
は
身
分
的
周
縁
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（
4
）

論
の
展
開
の
な
か
で
、
多
く
の
事
例
が
見
い
だ
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ

れ
ら
両
側
面
に
お
い
て
近
世
後
期
に
は
身
分
・
地
域
を
超
え
る
「
社
会
へ
の

広
が
り
」
が
み
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
公
家
社
会
論
を
近
世
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

会
全
体
に
位
置
づ
け
る
上
で
重
要
な
論
点
と
な
ろ
う
。

　
で
は
、
公
家
家
職
が
社
会
的
に
広
が
る
中
で
家
職
の
内
容
は
ど
の
よ
う
に

解
釈
さ
れ
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
近
世
に
土
御
門
家
が
家
職
と
し
た
天
文
・

暦
及
び
陰
陽
道
と
い
う
領
域
に
お
い
て
「
家
職
」
が
示
す
範
囲
が
変
動
・
伸

縮
し
た
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
変
化
の
軌
跡
を
分
析
す
る
。
朝
廷
内
の
陰
陽

道
・
暦
に
関
わ
る
職
掌
は
、
原
則
的
に
陰
陽
頭
を
勤
め
、
陰
陽
道
・
天
文
道

を
家
職
と
し
た
土
御
門
家
（
安
倍
氏
）
と
、
「
暦
博
士
」
を
称
し
、
日
時
勘
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

な
ど
作
成
す
る
幸
徳
井
家
（
賀
茂
氏
）
が
分
掌
し
て
い
た
。
し
か
し
、
陰
陽

道
に
対
す
る
「
暦
道
」
の
位
置
づ
け
が
曖
昧
で
あ
っ
た
う
え
、
貞
享
改
暦
後
、

幕
府
天
文
方
を
中
心
と
し
た
頒
暦
制
度
が
確
立
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

の
家
職
範
囲
は
再
定
義
を
迫
ら
れ
た
。

　
こ
の
幕
府
に
よ
る
頒
暦
制
度
の
確
立
は
、
暦
の
も
つ
社
会
的
・
文
化
的
性

格
を
大
き
く
変
化
さ
せ
た
。
暦
の
発
行
は
朝
廷
外
部
の
諸
集
団
1
幕
府
．
天

文
方
・
暦
師
ら
ー
が
主
導
す
る
分
野
と
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
も
、
古
代
以

来
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
陰
陽
道
モ
暦
．
暦
道
は
、
洋
学
知
の
普
及
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
V

伴
っ
て
、
次
第
に
分
裂
を
深
め
て
い
っ
た
。
近
世
を
通
じ
て
公
家
文
化
と
し

て
認
識
さ
れ
権
威
的
優
越
性
を
保
ち
得
た
和
歌
・
書
道
・
有
職
・
蹴
鞠
と
は

異
な
る
点
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
朝
廷
内
外
の
諸
機
関
の
関
係
及
び
天
文
・
暦
学
と
い
う
職
掌
範

囲
そ
の
も
の
の
変
動
と
い
う
問
題
点
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
土
御
門
家
の
家
職
と

暦
道
を
中
心
に
「
家
職
」
に
関
わ
る
論
理
の
展
開
を
追
う
。

一
　
近
世
暦
制
度
の
展
開
と
土
御
門
家

　
　
1
貞
享
改
暦
前
後
の
暦
と
土
御
門
家

近
世
に
お
け
る
陰
陽
道
・
暦
道
分
掌
の
問
題
は
、
元
和
期
に
土
御
門
泰
重
が

幸
徳
井
家
を
取
り
立
て
「
暦
道
」
を
委
ね
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
近
世
初
期

の
朝
儀
復
興
の
動
き
の
中
で
陰
陽
道
儀
式
の
再
興
を
進
め
た
土
御
門
泰
重
は
、

当
初
、
暦
道
も
兼
ね
よ
と
い
う
朝
廷
の
命
に
よ
り
「
暦
算
」
の
稽
古
を
試
み

た
が
、
習
熟
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
元
和
二
年
（
一
六
一
⊥
ハ
）
に
は
南
都
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

住
の
幸
徳
井
友
景
に
暦
の
書
法
を
伝
授
し
、
暦
献
上
の
権
限
を
譲
っ
た
。
幸

徳
井
家
は
興
福
寺
に
付
属
し
て
南
都
寺
社
に
日
時
勘
文
の
上
奏
を
行
い
、
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

都
の
陰
陽
師
と
し
て
活
動
し
て
い
た
賀
茂
氏
の
分
家
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期

の
土
御
門
家
は
暦
道
を
忌
避
し
て
い
た
と
す
ら
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
献
上

暦
が
日
蝕
の
予
知
を
外
し
た
際
に
も
「
恥
辱
」
だ
が
「
家
職
」
に
は
あ
ら
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

と
暦
道
管
掌
を
否
定
し
、
責
任
を
逃
れ
て
い
た
。

た
だ
し
、
こ
の
段
階
で
の
暦
を
め
ぐ
る
家
職
と
は
、
本
来
的
に
は
禁
裏
に
進

上
す
る
暦
本
の
作
成
を
意
味
し
、
京
暦
二
二
島
暦
と
い
っ
た
民
間
の
暦
発
行

と
は
直
接
関
ら
な
い
、
あ
く
ま
で
朝
廷
内
部
で
の
役
割
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
、
寛
文
期
に
土
御
門
家
当
主
の
幼
少
を
理
由
に
陰
陽
頭
の
職
が
幸

徳
井
家
に
移
る
と
、
両
家
は
陰
陽
師
集
団
－
具
体
的
に
は
南
都
声
聞
師
ー
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

の
衣
装
裁
許
権
の
職
分
を
め
ぐ
っ
て
争
論
を
起
こ
し
た
。
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そ
し
て
、
暦
を
め
ぐ
る
権
限
の
持
つ
意
味
が
大
き
く
変
化
す
る
の
が
、
貞

享
改
暦
で
あ
っ
た
。

　
貞
享
改
暦
で
は
、
観
測
・
暦
算
・
作
暦
を
成
功
さ
せ
た
渋
川
春
海
（
保
井

算
哲
）
が
新
設
さ
れ
た
幕
府
天
文
方
の
役
職
に
就
任
し
た
。
ま
た
、
土
御
門

泰
福
は
改
暦
上
奏
を
行
い
、
年
暦
の
作
成
に
つ
い
て
は
天
文
方
の
草
稿
に
基

づ
い
て
幸
徳
井
家
が
暦
注
を
記
し
、
全
国
の
暦
師
へ
の
写
本
暦
頒
布
を
行
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

と
い
う
制
度
が
確
立
さ
れ
た
。

…
［
図
］
　
年
暦
発
行
の
過
程

…
①
［
園
四
獲
・
置
閏
朔
贅
出
暦
草
稿
作
撃
閻
閨
あ
…

…
園
囲
圏
暦
草
稿
に
暦
注
・
吉
凶
附
了
［
圃
関
丁
③
團
回
…

…
校
閲
写
本
暦
稿
作
撃
④
園
團
國
写
本
暦
摯
⑤
因
闇
囲

…
写
本
暦
彫
劇
⑥
困
囹
写
本
暦
校
正
、
各
地
に
配
亨
⑦

…
各
地
暦
師
・
暦
問
屋
地
方
暦
作
撃
⑧
圏
圏
地
方
暦
校
阜
⑨
…

各
地
暦
師
・
暦
問
屋
　
地
方
暦
発
行
（
町
奉
行
所
・
所
司
代
な
ど
の
経
由
機
関
…

…
を
除
く
。
）

瞬
脳
宝
暦
改
暦
～
寛
政
改
禰
は
土
御
門
家
が
管
轄

…｝
な
お
、
貞
享
二
年
～
元
禄
八
年
に
は
④
の
過
程
が
欠
落
す
る
な
ど
年
代
に
よ
っ
て
異
同
有
り
。

…β
i
°
…
睡
i
：
…
i
i
：
－
：
o
：
聰
：
嗣
i
i
：
巳
…
…
i
i
：
…
：
－
：
－
i
i
i
i
i
…
…
9
－
i
i
：
…
i
：
－
：
－
i
i
i
…
…
i
：
－
h

　
こ
こ
に
、
公
儀
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
た
版
暦
制
度
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
暦

に
関
わ
る
職
掌
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
渋
川
春
海
が
土
御
門
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
門
人
と
な
っ
た
こ
と
は
、
両
者
の
個
人
的
親
交
に
基
づ
く
と
と
も
に
、
朝

廷
の
造
暦
権
へ
の
配
慮
も
含
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
降
、
天
文
方
は
幕

府
職
制
に
組
み
込
ま
れ
た
が
、
土
御
門
家
と
の
門
人
関
係
は
代
々
継
続
し
た
。

こ
の
関
係
は
、
暦
制
上
の
新
た
な
家
職
を
生
成
す
る
基
礎
と
な
っ
た
。

　
な
お
、
こ
れ
と
前
後
し
て
、
渋
川
春
海
は
、
土
御
門
家
－
幸
徳
井
家
－
渋

川
家
（
天
文
方
）
と
い
う
序
列
を
意
識
し
、
「
四
・
五
位
」
の
官
位
補
任
を
出

　
　
（
1
4
）

願
し
た
。
ま
た
、
天
和
三
年
（
エ
ハ
八
三
）
に
は
「
陰
陽
道
支
配
事
、
自
今

以
後
所
仰
付
安
家
也
、
存
此
旨
可
令
下
知
諸
国
給
者
依
天
気
執
達
如
件
」
と

の
霊
元
天
皇
給
旨
が
発
給
さ
れ
、
土
御
門
家
が
陰
陽
道
家
職
を
独
占
し
、
陰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

陽
道
に
お
け
る
本
所
と
し
て
の
地
位
も
確
定
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
貞
享
前
後
の
時
期
は
、
土
御
門
家
が
陰
陽
道
本
所
と
し
て

の
地
位
と
と
も
に
、
造
暦
に
お
い
て
も
、
天
文
方
を
門
人
と
す
る
職
掌
領
域

が
確
定
し
た
時
期
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
　
2
宝
暦
・
寛
政
改
暦
と
暦
制
度

　
貞
享
改
暦
の
際
に
確
立
さ
れ
た
全
国
的
版
暦
制
度
と
、
そ
れ
に
伴
う
土
御

門
家
・
天
文
方
・
幸
徳
井
家
の
職
掌
の
枠
組
は
、
原
則
的
に
幕
末
ま
で
継
続

す
る
。
し
か
し
、
宝
暦
改
暦
か
ら
寛
政
改
暦
ま
で
の
期
間
の
み
、
例
外
的
な

状
況
が
発
生
し
て
い
た
。

　
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
に
完
成
し
た
宝
暦
暦
は
、
観
測
の
主
要
部
分
が
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京
都
で
行
わ
れ
た
が
、
土
御
門
泰
邦
が
幕
府
天
文
方
の
西
川
正
休
を
失
脚
に

追
い
込
む
と
い
っ
た
人
事
上
の
事
件
や
、
朝
廷
勢
力
が
主
導
し
た
「
復
古
的
」

事
業
に
よ
る
造
暦
水
準
の
低
さ
か
ら
科
学
史
上
の
評
価
は
低
い
。
但
し
、
こ

こ
で
は
、
暦
制
度
を
め
ぐ
る
職
掌
・
権
限
の
変
化
と
い
う
点
か
ら
こ
の
改
暦

が
持
つ
意
味
を
考
え
た
い
。

　
先
に
述
べ
た
経
緯
に
よ
り
、
宝
暦
新
暦
は
土
御
門
泰
邦
の
著
述
と
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
以
後
土
御
門
家
が
年
暦
校
正
の
工
程
に
介
入
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
一
件
些
細
な
変
化
で
あ
る
が
、
土
御
門
家
は
こ
の
よ
う
な
作
暦
制
度
へ

の
介
入
を
根
拠
に
、
た
と
え
ば
左
の
よ
う
な
形
で
暦
師
へ
の
「
暦
学
」
伝
授

を
開
始
し
、
そ
れ
を
各
地
の
暦
師
の
開
版
の
条
件
と
す
る
と
い
う
形
で
、
暦

師
へ
の
支
配
を
強
め
た
。

　
　
　
　
（
1
6
）

［
史
料
一
］

　
　
一
、
此
度
新
暦
推
歩
御
伝
授
之
儀
、
私
共
三
人
江
御
免
被
為
成
下
、
冥

　
　
　
加
相
叶
難
有
奉
存
候
、

一
私
共
御
伝
授
推
歩
を
以
残
り
拾
七
人
之
者
共
江
茂
已
来
一
統
二
暦

板
下
持
致
さ
セ
申
度
奉
存
候
、
私
共
二
お
ゐ
て
少
し
茂
勝
手
ヶ
間
敷

　
儀
仕
間
敷
候
御
事

　
　
右
之
趣
宜
御
披
露
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
　
宝
暦
七
年
　
丁
丑
　
正
月
廿
六
日
　
　
　
飛
鳥
宮
内
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箕
曲
主
膳
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
村
左
京
　
印

　
　
土
御
門
様
暦
御
役
所

　
ま
た
、
暦
法
完
成
後
、
仙
台
天
文
方
戸
板
善
太
郎
ら
諸
藩
の
暦
方
に
も
暦

法
「
伝
授
」
を
行
っ
た
。

　
　
　
　
（
1
7
V

［
史
料
二
］

　
　
暦
法
稿
都
合
拾
五
巻
遣
之
　
如
左

　
　
安
氏
暦
法
稿
一
部
令
相
伝
候
、
如
誓
約
掟
他
見
堅
停
止
井
弟
子
者
勿
論

　
　
錐
為
一
子
不
許
一
覧
、
若
一
子
井
其
高
弟
願
許
可
者
有
之
節
者
、
従
安

　
　
家
更
可
令
相
伝
之
条
、
従
其
方
転
伝
堅
不
相
成
事
、
随
而
其
方
生
涯
之

　
　
後
者
、
先
安
家
江
此
書
封
付
二
而
返
入
有
之
、
一
子
相
続
人
江
者
改
而

　
　
依
願
可
令
相
伝
之
条
直
二
被
相
伝
候
事
者
堅
停
止
之
事
、
右
被
相
心
得

　
　
候
者
請
書
可
被
差
越
候
、
以
上

　
　
　
宝
暦
八
　
八
月
二
日
　
土
御
門
三
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
板
善
太
郎
と
の
へ

　
こ
こ
で
も
、
宝
暦
新
暦
を
「
安
氏
（
土
御
門
家
）
」
の
暦
法
と
称
し
、
暦
書

の
閲
覧
の
た
め
に
土
御
門
家
入
門
を
迫
っ
て
い
る
。
暦
法
に
関
わ
る
知
識
を

土
御
門
家
に
帰
属
す
る
も
の
と
み
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
、
土
御
門
泰
邦
は
、
新
暦
伝
授
・
年
暦
校
正
に
関
わ
る
権
限
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

根
拠
に
、
版
暦
者
や
暦
方
へ
の
影
響
力
を
拡
大
さ
せ
て
い
た
。
な
お
、
こ
う

し
て
確
立
さ
れ
た
役
職
に
よ
り
、
土
御
門
家
に
は
暦
師
か
ら
の
上
納
金
と
い

う
形
で
の
収
入
が
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
一
方
、
朝
廷
内
部
で
は
、
陰
陽
頭
に
よ
る
宝
暦
暦
の
上
表
が
問
題
と
な
っ

て
い
た
。

　
　
　
　
（
1
9
）

［
史
料
三
］
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一
、
土
御
門
治
部
卿
召
寄
（
略
）
表
向
上
表
ハ
暦
博
士
之
職
掌
故
、
貞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ゑ
む
　
り

　
　
享
度
も
陰
陽
頭
為
暦
博
士
之
後
見
之
由
、
圓
城
寺
殿
日
記
御
所
見
候
、

　
　
表
向
被
上
表
度
ハ
ン
、
暦
博
士
江
可
被
申
付
候
、
改
暦
宣
下
之
事
別
二

　
　
無
之
、
右
之
表
附
両
人
被
献
候
ハ
ン
、
言
上
候
上
、
被
　
聞
食
之
由
可

　
　
申
達
候
、
改
暦
之
事
九
月
上
旬
二
可
被
伺
哉
否
之
事
、
此
儀
ハ
可
為
所

　
　
存
次
第
候
、
日
時
暦
号
定
之
義
ハ
其
節
御
沙
汰
之
上
な
ら
て
ハ
難
被
計

　
　
候
、
新
暦
書
是
又
附
両
人
内
々
可
被
献
候
、
献
上
ハ
暦
号
定
之
前
日
二

　
　
而
も
当
日
二
而
も
不
苦
候
、
表
向
束
帯
躰
等
二
而
奏
達
之
儀
ハ
暦
博
士

　
　
二
而
無
之
候
而
ハ
難
相
成
候
由
申
渡
、
両
人
心
覚
之
○
〈
右
之
趣
〉
ケ

　
　
条
書
相
渡
、
治
部
御
承
知
、
尚
又
追
而
今
一
往
可
申
儀
も
可
有
之
之
由

　
　
也
、
可
為
勝
手
次
第
答
了

　
本
来
「
暦
博
士
」
（
幸
徳
井
保
嵩
）
こ
そ
が
改
暦
上
表
の
任
に
就
く
べ
き
で

あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
貞
享
改
暦
に
お
い
て
は
土
御
門
泰
福
が
暦
博
士
の

「
後
見
」
と
し
て
上
表
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
省
め
る
も
の
で
あ
る
。
暦
に

関
わ
る
朝
廷
儀
礼
上
の
権
限
を
土
御
門
家
が
主
張
す
る
こ
と
に
故
実
の
面
か

ら
異
議
を
唱
え
る
指
摘
で
あ
っ
た
。
土
御
門
家
の
立
場
は
あ
く
ま
で
貞
享
改

暦
後
構
築
さ
れ
た
頒
暦
制
度
上
の
権
限
、
及
び
幕
府
天
文
方
を
門
人
と
す
る

関
係
に
基
づ
く
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
体
制
は
、
寛
政
改
暦
を
機
に
崩
壊
す
る
。
宝
暦
暦
は
、

は
や
く
も
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
の
日
蝕
予
知
に
失
敗
し
、
さ
ら
に
洋

学
知
を
背
景
と
し
た
麻
田
剛
立
門
下
の
天
文
学
者
の
台
頭
に
よ
っ
て
新
た
な

暦
の
導
入
が
図
ら
れ
た
。
寛
政
暦
は
新
た
に
幕
府
天
文
方
に
登
用
さ
れ
た
高

橋
至
時
を
中
心
に
作
成
さ
れ
、
改
暦
著
述
の
名
義
も
幕
府
天
文
方
に
移
っ
た
。

結
果
、
土
御
門
家
は
、
年
暦
の
校
正
と
い
う
業
務
を
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　
改
暦
に
伴
う
権
限
の
縮
小
を
巡
っ
て
は
、
所
司
代
か
ら
も
、
土
御
門
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

写
本
暦
取
扱
が
、
「
家
道
職
掌
等
二
拘
リ
候
筋
」
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、

新
暦
法
の
諸
藩
天
文
方
へ
の
伝
授
も
土
御
門
家
で
は
な
く
、
幕
府
天
文
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

の
直
授
に
よ
る
べ
き
だ
と
い
う
判
断
を
示
し
た
。
土
御
門
泰
栄
は
こ
れ
を
「
以

来
安
家
手
放
之
姿
二
相
成
候
故
、
年
暦
之
儀
如
何
体
二
候
哉
」
「
誠
二
家
業
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
V

掌
之
所
も
難
相
立
甚
歎
ケ
敷
存
候
」
と
、
土
御
門
家
家
職
の
否
定
と
理
解
し

て
い
る
。

　
こ
う
し
て
頒
暦
過
程
で
の
土
御
門
家
の
「
家
職
」
は
否
定
さ
れ
、
宝
暦
改

暦
以
前
の
状
態
に
復
し
た
。
寛
政
暦
以
降
、
写
本
暦
（
暦
草
）
は
天
文
方
が
、

暦
注
は
幸
徳
井
家
、
調
製
は
大
経
師
が
担
当
し
、
年
暦
も
幸
徳
井
が
朝
廷
に

調
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
な
お
、
文
化
年
間
に
刊
行
さ
れ
近
世
の
公
家
家
職
を
列
挙
し
た
『
諸
家
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
V

業
記
』
に
は
、
暦
・
天
文
に
関
す
る
職
掌
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

［
史
料
四
］

　
　
陰
陽
道
ハ
古
来
賀
茂
・
安
倍
両
家
之
職
掌
に
候
、
賀
茂
家
ハ
幸
徳
井
と

　
　
称
し
地
下
之
者
に
候
、
安
倍
家
ハ
元
祖
安
倍
晴
明
に
て
当
時
之
土
御
門

　
　
家
則
右
晴
明
之
末
孫
に
候
、
中
古
よ
り
堂
上
に
被
相
成
候
、
乍
去
陰
陽

道
之
事
今
以
賀
安
両
家
之
職
掌
に
相
成
居
候
、
尤
堂
上
地
下
之
差
別
有

之
に
依
て
土
御
門
家
ハ
陰
陽
頭
に
任
し
幸
徳
井
ハ
陰
陽
助
に
被
任
候
、
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近
例
年
暦
を
ハ
幸
徳
井
よ
り
調
進
有
之
候
、
乍
去
幸
徳
井
に
て
ハ
暦
之

中
段
之
文
を
相
定
め
書
加
候
迄
に
て
一
体
之
暦
ハ
当
時
御
改
暦
以
来
関

東
に
て
出
来
候
由
、
土
御
門
家
に
て
も
暦
之
議
関
係
無
之
と
申
に
て
も

無
之
、
既
に
已
前
宝
暦
御
改
暦
之
醐
ハ
土
御
門
に
て
出
来
候
事
候
得
共
、

当
時
に
て
ハ
暦
之
事
ハ
強
て
関
係
不
被
致
候
由
、
尤
関
東
之
天
文
方
等

ハ
都
て
彼
家
之
門
人
に
相
成
候
先
規
之
由
、
被
家
当
時
ハ
陰
陽
道
を
主

　
　
と
し
て
天
変
・
地
妖
等
有
之
節
ハ
勘
文
を
奉
り
吉
凶
を
密
　
奏
有
之

　
　
禁
中
に
て
御
大
礼
被
執
行
候
醐
ハ
御
日
取
時
取
之
議
、
予
め
彼
家
江
被

　
　
仰
出
勘
文
を
奉
ら
し
む
、

　
「
暦
」
に
つ
い
て
は
幸
徳
井
家
が
管
轄
し
、
土
御
門
家
は
「
陰
陽
道
」
を
主

管
し
て
暦
に
つ
い
て
は
「
強
て
関
係
」
せ
ず
、
関
東
天
文
方
を
門
人
と
す
る

の
み
、
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
文
化
年
間
に
書
か
れ
た
『
諸
家
々
業
記
』
の

こ
う
し
た
描
写
は
、
寛
政
改
暦
以
降
の
当
該
領
域
に
関
す
る
正
確
な
認
識
に

基
づ
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
一
方
、
こ
の
段
階
で
は
、
天
文
方
は
依
然
土
御
門
家
の
門
人
で
あ
り
、
仙

台
な
ど
一
部
の
藩
天
文
方
の
入
門
は
存
続
し
た
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
近
世
初
期
以
降
寛
政
改
暦
後
ま
で
の
展
開
を
整
理
す
る
。

近
世
初
期
、
土
御
門
家
は
い
っ
た
ん
「
暦
道
」
を
幸
徳
井
家
の
家
職
と
認
め

た
。
し
か
し
、
貞
享
改
暦
に
よ
る
幕
府
天
文
方
新
設
を
機
に
、
天
文
方
を
門

人
と
し
、
公
的
な
作
暦
制
度
に
関
わ
り
、
暦
の
発
行
に
も
関
わ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
さ
ら
に
、
宝
暦
改
暦
で
は
、
土
御
門
泰
邦
に
よ
る
新
暦
の
著
述
を
根
拠

に
、
写
本
暦
の
伝
達
に
関
わ
り
、
年
暦
の
作
成
に
際
し
て
各
地
の
暦
師
の
暦

草
を
校
正
す
る
役
割
を
果
た
し
た
。

　
し
か
し
、
寛
政
改
暦
以
降
、
幕
府
天
文
方
に
よ
る
編
暦
が
行
わ
れ
る
と
、

土
御
門
泰
邦
が
主
張
し
た
暦
法
著
述
に
伴
う
権
限
は
幕
府
に
移
り
、
土
御
門

家
は
作
暦
過
程
か
ら
排
除
さ
れ
た
。
幸
徳
井
家
に
お
い
て
も
、
そ
の
管
轄
は

暦
注
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
幕
府
天
文
方
と
暦
道
幸
徳
井
家
と
の
関
係
は
、
改
暦
事
業
・

暦
学
の
進
展
に
よ
っ
て
変
動
し
た
。
そ
し
て
暦
道
と
い
う
家
職
に
と
も
な
う

「
権
限
」
範
囲
は
寛
政
改
暦
に
お
け
る
所
司
代
と
の
交
渉
に
み
ら
れ
た
よ
う

に
、
幕
府
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
公
儀
版
暦
制
度
に
お
け
る

土
御
門
家
家
職
は
、
正
統
性
を
欠
く
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
文
脈
で
は
「
天
文
」
「
暦
」
が
「
陰
陽
道
」
に
従
属
す
る
と
い

う
土
御
門
家
の
主
張
は
必
ず
し
も
容
れ
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
作
暦
事
業
は
勘
文
．

天
文
密
奏
と
い
っ
た
陰
陽
道
的
な
「
暦
」
の
管
理
と
は
別
個
の
も
の
と
見
な

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
　
天
文
門
人
と
「
家
職
」
の
展
開

　
　
1
寛
政
以
降
の
暦
学
知
と
土
御
門
家

　
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
幕
府
天
文
方
と
の
技
術
水
準
の
格
差
が
進
ん
だ

こ
と
で
、
寛
政
改
暦
以
降
の
土
御
門
家
は
、
作
暦
・
版
暦
か
ら
排
除
さ
れ
て

い
っ
た
。

　
残
さ
れ
た
幕
府
天
文
方
と
の
門
人
関
係
は
、
土
御
門
家
の
家
職
を
天
文
・

暦
に
結
び
つ
け
る
正
統
性
の
根
拠
で
あ
っ
た
。
作
暦
か
ら
の
脱
落
の
一
方
で
、
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土
御
門
家
は
「
司
天
家
」
と
し
て
、
暦
・
天
文
の
領
域
を
自
ら
の
家
職
－
家

伝
の
学
芸
i
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
主
張
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勿
）

側
面
に
つ
い
て
、
家
塾
斉
政
館
の
活
動
を
通
し
て
考
え
た
い
。

　
寛
政
改
暦
の
翌
年
、
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
＝
月
に
設
置
さ
れ
た

こ
の
家
塾
は
、
当
主
自
身
の
強
い
希
望
に
よ
り
開
設
さ
れ
、
土
御
門
泰
栄
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

ら
が
『
天
官
書
』
と
『
暦
学
疑
問
』
の
講
書
を
行
っ
た
。
幕
府
天
文
方
と
の

格
差
を
認
識
し
た
上
で
家
職
の
学
問
的
再
興
を
意
図
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

斉
政
館
で
は
暦
書
の
会
読
だ
け
で
な
く
、
易
占
の
会
な
ど
も
行
わ
れ
る
な
ど

「
陰
陽
道
」
全
般
に
わ
た
る
知
識
を
扱
っ
た
点
に
も
特
徴
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
開
塾
当
初
の
都
講
に
は
、
河
野
通
礼
の
ほ
か
、
鈴
木
世
孝
・
小
嶋
典
膳
、

が
招
か
れ
、
後
に
は
皆
川
亀
年
ら
が
塾
の
運
営
に
あ
た
っ
た
。

　
　
　
　
（
2
7
）

　
鈴
木
世
孝
は
「
儒
家
・
算
数
玄
機
・
易
学
」
と
い
う
幅
広
い
分
野
を
修
め

た
漢
学
的
知
識
人
で
あ
る
が
、
洋
学
知
に
通
じ
た
科
学
者
と
は
い
え
な
い
。

一
方
、
小
嶋
濤
山
（
典
膳
）
は
「
数
・
天
文
暦
算
」
を
専
門
分
野
と
し
、
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

都
の
三
木
流
に
属
す
る
和
算
家
で
も
あ
っ
た
。
文
化
一
五
年
に
は
『
仏
国
暦

象
辮
妄
』
を
著
す
な
ど
、
梵
暦
批
判
に
功
績
も
あ
り
、
多
く
の
洋
学
者
と
の

交
流
も
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
人
員
を
擁
し
た
斉
政
館
で
は
、
暦
学
書
・
陰
陽
道
書
の
出
版

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

も
行
わ
れ
て
お
り
、
『
陰
陽
方
位
便
覧
』
全
三
巻
や
『
暦
学
疑
問
』
和
刻
本
全

三
巻
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
・
『
星
圓
歩
天
歌
』
な
ど
が
「
斉
政
館
蔵
版
」

と
し
て
出
版
さ
れ
た
。

　
か
れ
ら
の
学
問
水
準
は
、
同
時
代
の
天
文
学
者
の
中
で
必
ず
し
も
突
出
し

た
も
の
と
は
言
え
な
い
が
、
天
文
・
暦
学
・
和
算
に
関
心
を
持
つ
各
地
の
暦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

算
家
の
注
目
を
集
め
、
交
流
を
保
つ
に
足
る
要
素
を
満
た
し
た
と
言
え
よ
う
。

　
土
御
門
家
に
天
文
・
暦
学
の
門
人
と
し
て
入
門
す
る
諸
藩
藩
士
・
町
人
の

学
者
は
そ
の
後
も
一
定
数
も
存
在
し
た
。
そ
の
後
、
天
保
七
年
に
小
出
兼
政

　
　
　
（
3
1
）

（
脩
喜
）
が
土
御
門
家
「
師
範
代
」
と
な
っ
た
。
『
算
法
対
数
表
』
な
ど
の
著

作
を
残
す
、
同
時
代
の
主
要
和
算
家
の
一
人
で
あ
っ
た
。
天
保
期
に
は
、
小

出
と
関
係
の
深
い
福
田
金
塘
・
理
軒
兄
弟
も
師
範
代
と
称
し
、
大
坂
で
塾
を

開
い
て
実
用
的
啓
蒙
書
を
出
版
す
る
な
ど
、
和
算
と
洋
算
を
架
橋
す
る
数
学

教
育
の
普
及
に
勤
め
た
。
土
御
門
家
は
上
方
の
町
人
学
者
な
ど
に
一
定
の
影

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

響
を
保
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
福
田
理
軒
は
、
「
司
天
生
」
と
称
し
、
天
文
・
暦
算
を
学
ぶ
一
町
人

学
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
陰
陽
道
組
織
に
お
い
て
も
「
触
頭
」
職
に
あ
っ
た
。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
福
田
理
軒
と
い
う
個
人
に
限
ら
ず
、
一
九
世
紀
に
お
い

て
も
、
天
文
・
暦
・
陰
陽
道
が
連
続
性
を
も
つ
暦
算
と
い
う
学
知
領
域
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
斉
政
館
も
そ
う
し
た
学
知
的
背

景
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
。
そ
の
点
が
、
天
保
期
に
は
、
幕
府
天
文
方
と

土
御
門
家
家
塾
関
係
の
暦
算
家
と
の
間
で
洋
学
の
導
入
を
め
ぐ
る
決
定
的
な

格
差
と
し
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。

　
天
保
改
暦
で
は
、
京
都
に
お
け
る
観
測
は
全
く
行
わ
れ
ず
、
高
橋
景
保
が

翻
訳
し
た
ラ
ラ
ン
デ
暦
に
基
づ
く
暦
が
制
定
さ
れ
、
作
暦
の
全
作
業
は
渋
川

景
祐
を
中
心
に
江
戸
で
実
行
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
天
文
方
は
土
御
門
と
の
関

係
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
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（
3
3
）

［
史
料
五
］

　
寛
政
度
御
改
暦
之
節
者
天
文
方
之
者
敦
れ
も
土
御
門
家
門
人
二
御
座
候

　
故
、
同
人
江
従
属
仕
居
候
二
付
、
上
京
之
上
改
暦
御
用
相
勤
候
処
、
当

時
者
私
共
一
同
土
御
門
家
江
入
門
茂
不
仕
候
間
、
追
而
御
改
暦
之
儀
被

仰
出
候
而
茂
、
此
度
者
上
京
不
仕
御
当
地
二
罷
在
其
儘
改
暦
御
用
相
勤

申
度
心
得
二
御
座
候
、

但
寛
政
度
御
改
暦
之
御
暦
書
二
者
私
共
御
役
名
を
相
認
不
申
、
直
二
天

文
生
何
某
と
相
認
候
処
、
天
保
九
戌
年
十
一
月
廿
六
日
御
進
献
二
相
成

候
寛
政
暦
五
星
法
続
録
二
者
天
文
方
何
某
と
相
認
候
、
即
土
御
門
家
江

　
　
寛
政
度
者
従
属
仕
、
当
時
者
随
従
不
仕
之
分
別
二
御
座
候

　
こ
の
近
世
最
後
の
改
暦
に
至
っ
て
、
既
に
形
骸
化
し
て
い
た
天
文
方
の
門

人
関
係
ま
で
も
が
放
棄
さ
れ
た
。
天
保
改
暦
の
全
過
程
の
中
で
土
御
門
晴
雄

が
行
い
得
た
の
は
、
『
暦
理
撰
述
』
の
禁
裏
献
上
・
上
表
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
儀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

礼
的
手
続
き
を
も
っ
て
「
家
業
相
続
」
の
体
面
を
保
っ
た
と
し
て
い
る
。

　
幕
府
天
文
方
を
除
く
天
文
門
人
の
入
門
は
存
続
し
た
が
、
公
儀
作
暦
制
度

か
ら
疎
外
さ
れ
、
天
文
方
と
の
門
弟
関
係
も
断
絶
し
た
土
御
門
家
が
門
人
へ

の
暦
法
伝
授
を
行
う
こ
と
は
事
実
上
困
難
に
な
っ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
天
保
改
暦
に
よ
っ
て
、
土
御
門
家
と
幕
府
天
文
方
と
の
門

人
関
係
も
途
絶
し
た
。
土
御
門
家
の
暦
学
に
お
け
る
位
置
は
、
家
塾
を
拠
点

と
し
た
門
人
層
の
活
動
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
2
一
九
世
紀
社
会
と
公
家
家
職

　
従
来
の
科
学
史
的
叙
述
で
は
、
陰
陽
道
を
家
職
と
す
る
土
御
門
家
が
天
文

暦
学
の
門
人
を
抱
え
て
い
た
こ
と
は
、
「
伝
統
的
」
な
律
令
遺
制
と
い
う
視
点

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

か
ら
説
明
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
公
儀

版
暦
制
度
上
の
権
限
が
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
寛
政
期
以
降
、
家
職
の
拠
点
と
し
て
学
館
・
家
塾
を
置
き
、
門
人

拡
大
の
基
盤
と
す
る
形
態
は
、
神
道
の
白
川
家
な
ど
で
も
み
ら
れ
た
。
ま
た
、

科
学
知
の
普
及
に
よ
っ
て
成
長
し
た
新
た
な
職
能
集
団
に
も
本
所
が
存
在
す

る
こ
と
は
、
医
道
・
医
学
を
家
職
と
し
、
医
者
へ
の
許
状
を
発
行
し
た
典
薬

頭
錦
小
路
家
で
も
み
ら
れ
る
傾
向
で
あ
っ
た
。

　
土
御
門
家
の
暦
算
門
人
は
、
和
算
・
測
量
諸
流
で
修
学
し
、
私
塾
設
置
・

自
著
出
版
を
機
に
土
御
門
家
に
入
門
し
た
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
測
量
・
和

算
家
の
入
門
者
は
、
暦
算
知
を
陰
陽
道
（
天
文
道
・
暦
道
）
か
ら
派
生
し
た

領
域
と
し
て
捉
え
、
自
ら
の
学
知
的
帰
属
先
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

一
九
世
紀
に
お
け
る
「
科
学
知
」
と
本
所
と
の
結
合
と
い
う
動
向
は
、
和
算

諸
流
の
上
位
に
立
つ
学
問
的
権
威
に
よ
る
自
ら
の
学
知
の
社
会
的
承
認
と
い

う
潜
在
的
需
要
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。

　
天
保
期
の
土
御
門
家
家
塾
学
頭
小
出
修
喜
は
土
御
門
家
を
「
数
学
の
水
上
」

と
位
置
づ
け
、
免
許
や
番
付
の
発
行
な
ど
、
和
算
の
流
派
を
統
合
し
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

す
る
献
策
を
行
っ
た
。
こ
の
案
は
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
私
塾
な
ど

の
形
で
学
問
に
関
わ
っ
た
民
間
学
者
が
求
め
る
本
所
像
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
本
所
的
存
在
の
潜
在
的
需
要
に
つ
い
て
考
え
る
事
例
と
し
て
、
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学
知
と
は
若
干
性
格
の
異
な
る
事
例
に
拠
り
、
「
一
九
世
紀
的
」
展
開
の
特
質

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
文
化
十
一
年
か
ら
翌
十
二
年
に
か
け
て
土
御

門
家
周
辺
で
持
ち
上
が
っ
た
「
尺
指
一
件
」
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
そ
の
際

画
策
さ
れ
た
の
は
当
時
、
用
途
や
地
域
に
よ
っ
て
区
々
で
あ
っ
た
度
尺
を
統

一
し
、
秤
座
に
類
似
す
る
「
尺
改
所
」
を
土
御
門
家
が
設
け
、
専
管
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

い
う
計
画
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
（
3
8
）

［
史
料
⊥
ハ
］

　
　
　
口
上
覚

　
　
度
尺
之
儀
、
曲
尺
・
呉
服
尺
・
鯨
尺
之
三
品
有
之
、
各
物
二
随
ひ
取
扱

　
　
来
候
へ
共
、
右
制
作
之
儀
於
国
々
随
意
致
制
作
、
分
厘
差
有
之
、
人
惑

之
候
趣
承
及
候
、
家
祖
已
来
天
文
・
地
理
・
陰
陽
・
暦
術
之
業
を
令
相

伝
、
度
量
二
相
携
、
就
中
婁
祖
晴
明
、
三
種
合
一
之
尺
を
令
制
作
候
、

依
之
右
三
種
合
一
之
尺
を
以
国
々
之
度
尺
を
相
正
、
専
衆
人
之
惑
無
之

様
改
所
を
相
立
、
右
於
役
所
致
精
正
候
品
を
令
授
与
候
様
致
度
、
尤
改

所
之
儀
ハ
家
僕
浅
野
正
親
・
養
田
多
仲
・
大
木
舎
人
与
申
者
共
江
被

仰
付
、
か
様
願
度
右
等
之
存
願
者
右
度
尺
改
之
余
分
を
以
祭
壇
所
永
修

履
之
助
成
二
相
成
候
者
、
深
畏
入
可
存
、
此
段
不
苦
筋
二
候
者
、
関
東

表
江
申
立
度
、
尤
御
差
支
も
御
座
有
間
敷
哉
、
御
時
宜
之
程
伺
申
度
偏

宜
御
沙
汰
希
入
存
承
候

　
　
二
月
　
　
　
晴
親

右
者
御
所
表
江
差
出
度
、
右
二
付
即
為
内
談
伝
奏
方
江
差
出
置

　
こ
こ
で
は
、
陰
陽
頭
で
あ
る
土
御
門
家
の
「
家
祖
以
来
」
の
職
掌
が
、
「
天

文
・
地
理
・
陰
陽
・
暦
術
之
業
」
だ
け
で
な
く
「
度
量
」
も
含
む
と
い
う
解

釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。
地
域
・
用
途
に
よ
っ
て
異
な
る
度
尺
の
存
在
は
当
時

問
題
に
な
っ
て
お
り
、
土
御
門
家
の
ね
ら
い
に
は
妥
当
な
部
分
も
あ
ろ
う
。

　
こ
の
計
画
は
武
家
伝
奏
を
介
し
て
左
大
臣
近
衛
基
前
へ
提
出
さ
れ
た
が
、
「
無

用
」
と
の
回
答
を
得
、
土
御
門
家
の
側
は
さ
ら
に
「
流
行
之
山
師
同
前
之
義

二
無
之
段
、
委
敷
書
付
を
以
右
相
公
江
申
入
候
所
、
宜
被
聞
故
、
何
分
不
容

易
筋
二
候
へ
共
、
被
勘
考
程
候
段
書
付
」
と
再
提
出
を
試
み
た
も
の
の
受
け

入
れ
ら
れ
ず
、
頓
挫
し
た
。

　
勿
論
「
晴
明
三
種
合
一
之
尺
」
は
虚
構
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
尺
改

所
之
儀
」
を
関
東
に
申
立
て
る
こ
と
は
非
現
実
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
陰

陽
道
の
拡
大
解
釈
の
方
向
と
し
て
「
天
文
地
理
」
「
度
尺
」
を
主
張
し
て
い
る

点
は
、
当
時
の
土
御
門
家
が
志
向
し
た
家
職
の
方
向
性
或
い
は
学
知
と
の
関

わ
り
を
深
め
る
公
家
社
会
の
方
向
性
を
示
し
て
興
味
深
い
。
陰
陽
師
の
組
織

化
や
暦
学
・
天
文
門
人
の
糾
合
と
い
っ
た
方
向
で
の
「
家
職
」
の
延
長
線
上

に
、
さ
ら
に
抽
象
的
な
社
会
制
度
に
関
わ
る
分
野
を
職
分
の
対
象
と
す
る
試

み
が
存
在
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
本
来
の
家
職
か
ら
の
乖
離
し
つ
つ
も
土
御
門
家
が
模

索
し
た
拡
大
解
釈
の
方
向
性
と
そ
の
限
界
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
近
世
を
通
じ
た
土
御
門
家
と
暦
道
に
関
わ
る
家
職
の
展
開
・
家
職
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解
釈
の
拡
張
と
変
質
を
め
ぐ
っ
て
述
べ
て
き
た
。
暦
が
そ
も
そ
も
土
御
門
家

の
家
職
に
含
ま
れ
る
の
か
、
暦
に
関
わ
る
ど
の
よ
う
な
範
囲
が
土
御
門
家
の

家
職
で
あ
る
の
か
、
そ
の
解
釈
に
は
変
遷
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、
筆
道
・
歌
学
と
い
っ
た
伝
統
的
な
「
公
家

の
学
問
」
と
は
異
な
り
、
天
文
・
暦
道
は
、
学
問
と
し
て
の
発
展
が
家
職
と

い
う
枠
組
み
と
乖
離
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
土
御
門
家
は
、
天

文
方
や
幸
徳
井
家
と
競
合
し
つ
つ
、
公
儀
版
暦
体
制
の
う
え
に
家
職
の
基
盤

を
築
こ
う
と
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
体
制
か
ら
の
脱
落
後
は
、
学
塾
な
ど
の

活
動
を
通
じ
て
家
職
像
を
再
構
築
し
、
様
々
な
方
向
へ
の
展
開
を
模
索
し
た

の
で
あ
る
。

　
土
御
門
家
の
場
合
、
陰
陽
道
本
所
と
し
て
の
排
他
的
な
陰
陽
師
支
配
権
は
、

貞
享
改
暦
と
同
時
期
に
確
立
し
て
い
た
が
、
陰
陽
道
本
所
で
あ
る
こ
と
が
暦

道
に
関
わ
る
権
限
の
根
拠
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
は
、
解
釈
の
余
地

を
残
し
て
お
り
幕
府
の
版
暦
事
業
へ
の
関
わ
り
や
朝
廷
儀
礼
上
の
位
置
づ
け

の
中
で
、
土
御
門
家
の
権
限
は
、
し
ば
し
ば
問
い
直
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
科
学
知
の
浸
透
や
教
育
の
普
及
と
い
う
社
会
の

変
化
に
対
応
す
る
職
掌
範
囲
の
拡
張
が
み
ら
れ
た
。

　
寛
政
期
以
降
の
家
職
の
多
角
化
・
抽
象
化
の
背
景
に
、
科
学
知
が
普
及
し

な
が
ら
も
暦
数
・
度
尺
・
天
文
を
一
連
の
つ
な
が
り
を
持
っ
た
領
域
と
し
て

認
識
す
る
伝
統
的
学
問
観
の
残
存
を
指
摘
し
う
る
。

　
以
上
、
本
稿
で
は
近
世
に
お
け
る
家
職
範
囲
の
変
遷
に
つ
い
て
の
べ
て
き

た
が
、
公
家
家
職
の
歴
史
的
展
開
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
『
諸
家
家
業
記
』

な
ど
で
言
及
さ
れ
る
近
世
公
家
「
家
職
」
の
成
立
要
因
を
以
下
の
よ
う
に
ま

　
　
　
　
（
3
9
）

と
め
て
お
く
。

①
古
代
以
来
の
律
令
官
制
に
由
来
す
る
職
掌
i
神
祇
官
・
陰
陽
寮

②
家
職
化
し
た
宮
中
行
事
・
朝
廷
文
化
の
構
成
要
素
－
有
職
・
歌
道
・
筆
道
・

　
蹴
鞠
・
琵
琶

③
中
世
職
人
課
役
・
職
能
民
支
配
ー
鋳
物
師
な
ど
（
朝
廷
だ
け
で
な
く
地
域

　
諸
権
門
も
本
所
と
な
る
）

　
勿
論
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て
近
世
家
職
の
歴
史
的
前
提
と
な
る
わ
け
で
は
な

く
、
近
世
社
会
に
於
い
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
か
が
問
題
で
あ
る
。
た

だ
、
こ
の
よ
う
に
区
分
し
た
と
き
、
今
回
取
り
上
げ
た
陰
陽
道
・
暦
道
に
関

わ
る
土
御
門
家
の
事
例
が
①
～
③
の
全
て
の
要
素
に
関
わ
る
点
、
そ
れ
ゆ
え

本
所
本
来
の
家
業
（
宮
廷
陰
陽
道
祭
儀
）
／
職
能
民
支
配
／
門
人
の
多
層
性
・

重
層
性
が
発
生
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
今
後
の
家
職
に
関
す
る
議
論
の
論
点

の
一
つ
と
し
て
提
示
し
た
い
。

（
1
）
西
山
松
之
助
『
家
元
の
研
究
（
西
山
松
之
助
著
作
集
一
）
』
（
吉
川
弘

　
　
文
館
、
一
九
八
二
年
）
、
石
井
紫
郎
『
日
本
国
制
史
研
究
H
日
本
人
の

　
　
国
家
生
活
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
）

（
2
）
高
埜
利
彦
「
近
世
国
会
に
お
け
る
家
職
と
権
威
」
（
『
日
本
の
社
会
史

　
　
三
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
）
、
の
ち
『
近
世
日
本
の
国
家
権
力
と

　
　
宗
教
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
）
、
山
口
和
夫
「
家
職
」
（
『
日

　
　
本
史
大
事
典
二
』
（
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
）
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（
3
）
橋
本
政
宣
「
豊
臣
政
権
と
公
家
衆
の
家
職
」
『
書
状
研
究
』
＝
（
一

　
　
九
九
三
年
）

（
4
）
井
上
智
勝
『
近
世
の
神
社
と
朝
廷
権
威
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇

　
　
七
年
）
、
林
淳
『
近
世
陰
陽
道
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
）

　
　
笹
本
正
治
『
真
継
家
と
近
世
の
鋳
物
師
』
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
六

　
　
年
）
、
西
田
か
ほ
る
「
近
世
の
身
分
集
団
－
信
濃
国
に
お
け
る
芸
能
的

　
　
宗
教
者
」
『
元
禄
の
社
会
と
文
化
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
他

（
5
）
山
口
和
夫
「
近
世
の
家
職
」
『
日
本
通
史
近
世
四
』
（
岩
波
書
店
、
一

　
　
九
九
五
年
）
、
同
「
職
人
受
領
の
近
世
的
展
開
」
『
日
本
歴
史
』
五
〇
五

　
　
（
一
九
九
〇
年
）

（
6
）
古
代
・
中
世
に
お
け
る
「
天
文
道
」
「
暦
道
」
に
つ
い
て
は
山
下
克

　
　
明
『
平
安
時
代
の
宗
教
文
化
と
陰
陽
道
』
（
岩
田
書
院
、
一
九
九
六
年
）
、

　
　
遠
藤
珠
紀
「
鎌
倉
期
に
お
け
る
暦
道
賀
茂
氏
の
変
遷
」
『
鎌
倉
遺
文
研

　
　
究
』
一
五
（
二
〇
〇
五
年
）
他

（
7
）
近
世
に
お
け
る
暦
制
度
と
土
御
門
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
著

　
　
『
近
世
陰
陽
道
組
織
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）
H
部

　
　
で
も
言
及
し
た
が
、
本
稿
で
は
家
職
範
囲
の
変
動
と
い
う
論
点
に
即
し

　
　
て
改
め
て
取
り
上
げ
る
。

（
8
）
注
（
5
）
山
口
和
夫
「
近
世
の
家
職
」
、
『
泰
重
卿
記
一
』
（
続
群
書

　
　
類
従
完
成
会
）

（
9
）
木
村
純
子
「
中
世
興
福
寺
と
幸
徳
井
家
」
『
日
本
女
子
大
学
大
学
院

　
　
文
学
研
究
科
紀
要
』
九
（
二
〇
〇
三
年
）

（
1
0
）
『
泰
重
卿
記
一
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
）
元
和
二
年
八
月
一
日
条

（
1
1
）
林
淳
『
天
文
方
と
陰
陽
道
』
（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
、
「
幸

　
　
徳
井
大
黒
一
件
」
宮
内
庁
書
陵
部
土
ー
八
〇

（
1
2
）
渡
辺
敏
夫
『
近
世
日
本
天
文
学
史
』
上
・
下
（
恒
星
社
厚
生
閣
、
一

　
　
九
八
六
年
）
、
同
『
日
本
の
暦
』
（
雄
山
閣
、
一
九
七
⊥
ハ
年
）

（
1
3
）
と
も
に
山
崎
闇
斎
門
下
で
、
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
頃
よ
り
共
同

　
　
し
て
暦
の
研
究
を
行
っ
て
い
た
。

（
1
4
）
「
明
時
館
叢
書
」
巻
四
（
東
北
大
学
附
属
図
書
館
蔵
林
文
庫
二
八
六
二
）
、

　
　
林
淳
「
囲
碁
と
天
文
－
渋
川
春
海
異
聞
」
（
『
文
化
史
の
諸
相
』
吉
川
弘

　
　
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）

（
1
5
）
宮
内
庁
書
陵
部
土
1
一
一
三
「
天
和
三
年
徳
川
綱
吉
朱
印
状
」
で
は
、

　
　
「
諸
国
陰
陽
師
之
支
配
被
勅
許
畢
、
家
伝
之
祈
祷
弥
無
解
怠
可
抽
精
誠

　
　
之
状
如
件
」
と
の
文
言
に
な
っ
て
い
る
。

（
1
6
）
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
若
杉
家
文
書
一
一
六
「
暦
役
所
日
記
」

（
1
7
）
若
杉
家
文
書
＝
七
暦
方
諸
向
往
来
日
記
」
宝
暦
八
年
九
月
二
日
（
仙

　
　
台
屋
敷
京
留
守
居
宛
）
書
状

（
1
8
）
な
お
、
宝
暦
改
暦
以
前
に
も
天
文
修
学
を
望
む
入
門
者
は
存
在
し
た

　
　
が
、
版
暦
営
業
権
の
維
持
に
伴
う
強
制
力
を
持
つ
物
で
は
な
か
っ
た
。

（
1
9
）
『
広
橋
兼
胤
公
武
御
用
日
記
五
』
（
東
京
大
学
出
版
会
大
日
本
近
世
史

　
　
料
）
宝
暦
四
年
七
月
廿
一
日

（
2
0
）
若
杉
家
文
書
一
二
三
「
天
文
暦
方
往
来
留
」
寛
政
十
年
六
月
二
二
日

　
　
条
（
千
種
様
・
呼
出
、
所
司
代
切
番
写
）
大
経
師
降
屋
内
匠
調
進
候
写
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本
暦
取
計
方
之
儀
、
先
達
而
相
尋
候
上
被
申
立
候
趣
も
有
之
候
得
共
、

　
　
宝
暦
改
暦
以
前
迄
者
土
御
門
家
所
知
無
之
儀
者
、
家
道
職
掌
等
二
拘
リ

　
　
候
筋
二
も
不
相
聞
候
付
、
当
年
・
取
斗
方
相
改
天
文
方
之
者
・
直
二
幸

　
　
徳
井
へ
相
達
［
］
別
紙
之
通
二
候
間
、
為
心
得
相
達
候
」

（
2
1
）
若
杉
家
文
書
一
二
三
「
天
文
暦
方
往
来
留
」
寛
政
十
年
十
一
月
（
勧

　
　
修
寺
前
大
納
言
・
千
種
前
中
納
言
宛
土
御
門
泰
栄
書
状
案
）

　
　
此
度
新
暦
法
天
文
方
江
相
伝
之
儀
二
付
、
去
年
閏
七
月
相
願
置
候
趣
土

御
門
家
職
掌
二
拘
リ
候
筋
二
者
無
之
候
間
、
先
達
而
御
沙
汰
之
通
於
関

東
天
文
方
・
直
授
可
被
仰
付
、
但
土
御
門
家
職
掌
之
事
二
候
間
暦
法
伝

　
　
授
可
致
旨
被
仰
出
候
節
、
天
文
方
・
土
御
門
家
江
一
通
リ
申
達
有
之
候

　
　
様
可
被
仰
付
旨
之
事

　
　
一
、
松
平
豊
後
守
家
来
安
家
門
生
水
間
喜
藤
太
暦
法
伝
授
之
儀
、
豊
後

　
　
守
・
所
望
二
付
相
伺
置
候
処
、
此
度
者
難
準
宝
暦
之
例
候
間
、
土
御
門

　
　
家
・
関
東
天
文
方
へ
申
達
伝
授
有
之
候
様
可
致
事
」

（
2
2
）
国
会
図
書
館
V
F
7
1
8
7
6
、
「
寛
政
改
暦
御
用
諸
覚
書
留
」
寛

　
　
政
十
年
（
一
七
九
八
）
五
月
廿
八
日
条
（
武
家
伝
奏
宛
土
御
門
泰
栄
願

　
　
書
）
「
大
経
師
降
屋
内
匠
調
進
候
写
本
暦
之
儀
二
付
、
此
度
従
関
東
申

　
　
来
候
伝
達
之
趣
曲
二
致
承
知
候
、
然
処
右
之
趣
二
相
成
候
而
者
天
文
方
・

　
　
幸
徳
井
・
大
経
師
・
町
奉
行
所
等
二
而
万
端
取
扱
相
済
候
二
付
、
以
来

　
　
安
家
手
放
之
姿
二
相
成
候
故
、
年
暦
之
儀
如
何
体
二
候
哉
、
（
略
）
誠

　
　
二
家
業
職
掌
之
所
も
難
相
立
甚
歎
ケ
敷
存
候
（
略
）
」

（
2
3
）
『
改
定
史
籍
集
覧
』
一
七
（
近
藤
活
版
所
、
一
九
〇
二
年
）

（
2
4
）
斉
政
館
に
お
け
る
活
動
の
詳
細
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
陰
陽
道
と
暦
算

　
　
家
－
一
九
世
紀
日
本
に
お
け
る
「
科
学
」
知
の
位
相
」
『
新
し
い
歴
史

　
　
学
の
た
め
に
』
二
七
〇
（
二
〇
〇
八
年
、
『
近
世
陰
陽
道
組
織
の
研
究
』

　
　
所
収
）
参
照
。

（
2
5
）
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
土
ー
四
五
『
泰
栄
卿
記
』
寛
政
十
二
年
十
一
月
七

　
　
日

（
2
6
）
内
舎
人
を
勤
め
た
地
下
官
人
で
も
あ
っ
た
。
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
～

　
　
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
著
書
に
「
応
元
暦
書
」
な
ど
。

（
2
7
）
「
平
安
人
物
志
」
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
版
国
際
日
本
文
化
研
究
セ

　
　
ン
タ
ー
H
P
平
安
人
物
志
D
B
参
照

（
2
8
）
　
川
上
正
史
「
小
嶋
濤
山
先
生
傳
」
『
龍
谷
史
壇
』
二
八
（
一
九
四
一

　
　
年
）

（
2
9
）
国
文
学
研
究
史
料
館
、
ヤ
五
－
一
〇
四
。
嘉
永
七
年
に
白
井
為
賀
纂
、

　
　
福
田
復
校
に
よ
り
刊
行
さ
れ
た
同
名
書
は
本
書
に
基
づ
く
。

（
3
0
）
『
啓
迫
算
法
指
南
大
成
』
を
出
版
し
た
小
野
以
正
・
越
後
直
江
津
の
小

　
　
林
百
哺
ら
が
入
門
し
た
。

（
3
1
）
小
出
脩
喜
（
寛
政
九
年
～
慶
応
元
年
長
十
郎
、
脩
喜
）
小
出
植
男
『
小

　
　
出
長
十
郎
先
生
伝
』
（
非
売
品
、
一
九
一
七
年
）
宮
城
流
・
関
流
算
法

　
　
修
学
、
和
田
寧
門
下
、
普
門
に
暦
法
を
学
ぶ
。
主
著
に
『
演
段
指
南
』

　
　
『
算
法
対
数
表
』

（
3
2
）
福
田
金
塘
（
文
化
三
年
～
安
政
五
年
）
大
坂
に
貫
通
斉
塾
（
今
橋
算

　
　
学
校
）
開
設
、
著
書
に
『
算
学
速
成
』
・
『
算
法
早
ま
な
び
』
な
ど
。
福
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田
理
（
文
化
＝
一
年
～
明
治
二
二
年
）
は
大
坂
南
本
町
四
丁
目
に
順
天

　
　
堂
塾
を
開
設
、
主
著
に
『
順
天
堂
算
譜
』
・
『
西
算
速
知
』
な
ど

（
3
3
）
　
東
北
大
学
附
属
図
書
館
林
文
庫
二
八
五
五
「
改
暦
御
用
留
」

（
3
4
）
　
若
杉
家
文
書
一
二
五
「
天
文
暦
方
御
日
記
」

（
3
5
）
　
前
掲
注
（
1
2
）

（
3
6
）
　
東
北
大
学
附
属
図
書
館
岡
本
写
本
一
〇
三
三
「
天
保
九
年
小
出
脩

　
　
喜
ヨ
リ
土
御
門
家
二
出
セ
シ
建
議
書
写
」

（
3
7
）
林
英
夫
・
浅
見
恵
編
『
守
随
家
秤
座
文
書
』
（
新
生
社
、
一
九
六
七

　
　
年
）
、
林
英
夫
『
秤
座
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
三
年
）
秤
座
は
寛
文

　
　
八
（
一
六
六
八
年
）
秤
に
つ
い
て
は
京
都
の
神
家
・
江
戸
の
守
随
家
に

　
　
よ
る
「
改
め
」
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
枡
に
つ
い
て
は
寛
文
九
年
よ
り

　
　
京
都
枡
座
福
井
家
・
江
戸
枡
座
樽
家
が
設
置
さ
れ
た
。

（
3
8
）
　
宮
内
庁
書
陵
部
土
－
一
〇
「
晴
親
卿
記
」
文
化
十
二
年
二
月
八
日

（
3
9
）
網
野
善
彦
『
日
本
中
世
の
非
農
業
民
と
天
皇
』
（
岩
波
書
店
、
一
九

　
　
八
四
年
）
の
ほ
か
、
豊
田
武
「
座
の
研
究
『
豊
田
武
著
作
集
一
』
以
降
、

　
　
脇
田
晴
子
『
日
本
中
世
都
市
論
』
で
展
開
さ
れ
た
座
と
本
所
の
関
係
も

　
　
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
間
瀬
久
美
子
「
被
差
別
集
団
と
朝
廷
・
幕
府
」

　
　
『
岩
波
講
座
天
皇
と
王
権
を
考
え
る
七
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
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